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○港区障害者サービス第三者評価支援事業実施要綱 

平成１６年４月１日 

１６港保障福第１３号 

（目的） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成１７年法律第１２３号）第５条に規定する障害福祉サービス又

は児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の２に規定する障害児通

所支援若しくは同法第７条に規定する障害児入所支援を提供している民間の

事業所（以下「事業所」という。）を運営するもの（以下「事業者」とい

う。）に対し、第三者評価の受審及びその結果を踏まえたサービスの改善へ

の取組に要する経費（以下「評価受審費用等」という。）に係る助成を行う

ことにより、第三者評価の積極的な受審を支援し、サービスの質の向上を図

ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「第三者評価」とは、財団法人東京都福祉保健財団

内に設置した東京都福祉サービス評価推進機構（以下「推進機構」とい

う。）が認証した福祉サービス第三者評価機関（以下「評価機関」とい

う。）が、推進機構が定める評価手法及び共通評価項目を用いて実施するも

のをいう。ただし、第三者評価の受審の際、共通項目以外の評価項目を設定

することを妨げない。 

（対象者） 

第３条 助成の対象者は、第三者評価を受審した事業者であって、次に掲げる

要件を満たすものとする。 

（１） 次に掲げるサービスのいずれか一つ又は複数のものを提供する事業

所を区内に有すること。 

ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５条

に規定する居宅介護、短期入所、生活介護、自立訓練、就労移行支援、

就労継続支援又は共同生活援助 

イ 児童福祉法第６条の２に規定する障害児通所支援又は同法第７条に規

定する障害児入所支援 

（２） 第三者評価の受審費用（以下「評価受審費用」という。）に関し、
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次のいずれにも該当しないこと。 

ア 港区障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱（平成２３年

３月３１日２２港保障福第２０７９号）による補助の対象となるもの 

イ 他の自治体等から評価受審費用に係る助成を受けているもの 

（助成額） 

第４条 助成金の額は、事業者が提供するサービスの種類ごとに事業所を単位

として、第三者評価受審費用等の総額又は６０万円のいずれか低い額を予算

の範囲内で交付するものとする。 

（助成対象） 

第５条 助成対象となる評価受審費用は、各年度に要した費用とする。 

２ 助成対象となる第三者評価の受審結果を踏まえたサービスの改善への取組

に要する経費は、同一年度中に受審した第三者評価の受審に係るものに限

る。 

（助成の申請） 

第６条 事業者は、評価受審費用等の助成を受けようとするときは、障害者サ

ービス第三者評価支援事業助成金交付申請書（第１号様式）及び障害者サー

ビス第三者評価に対するサービス改善取組実績報告書（第２号様式）に、評

価受審費用等に係る領収書その他区長が必要と認める書類を添付して区長に

申請しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、事業者が評価受審費用の助成のみを受けようと

するときは、障害者サービス第三者評価に対するサービス改善取組予定計画

の提出を要しない。 

（助成の決定） 

第７条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

助成金交付の可否及び助成金額を決定するものとする。 

２ 区長は、前項の規定により助成金の交付の可否を決定したときは、障害者

サービス第三者評価支援事業決定通知書（第３号様式）により申請者に通知

するものとする。 

（助成の内容変更） 

第８条 第７条の申請内容に変更等が生じたときは、障害者サービス第三者評

価支援事業変更・中止申請書（第４号様式）に、区長が必要と認める書類を
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添付して区長に申請しなければならない。ただし、軽微な変更については、

この限りではない。 

（助成金の請求） 

第９条 助成決定事業者は、第７条の規定により助成金の額が確定したとき

は、所定の期日までに障害者サービス第三者評価支援助成金を区長に請求し

なければならない。 

（助成金の交付時期） 

第１０条 区長は、前条の規定により助成金の請求があったときは、速やかに

助成金を交付するものとする。 

（報告等） 

第１１条 区長は、前条の規定に基づき助成金交付の決定をした者に対し、必

要な文書の閲覧、資料の提供又は報告を求めるものとする。 

２ 区長は、前項の規定により提供を受けた資料等に基づき、当該第三者評価

の結果について、港区ホームページへの掲載その他適宜の方法により一般に

公表するものとする。 

（助成金の返還） 

第１２条 区長は、偽りその他の手段により、この要綱による助成金の交付を

受けた者があるとき、又は港区暴力団排除条例（平成２６年港区条例第１

号）第１２条第２項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長

し、暴力団の運営に資すると認められるときは、助成の決定を取り消し、既

に交付した助成金を返還させるものとする。 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉支援部長が定

める。 

付 則 

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成１６年９月１０日から平成１７年３月３１日までの間に限

り、第４条第１号及び第２号にある１５万円を３０万円とする。 

付 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 
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付 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 


